
 

 

1-02 一次産業の振興と地産地消の促進 

 

 

 

視 点 

●地域の食を支える生産基盤を守り、発展させること 

●農漁業・農漁村を支える新たな担い手を育成・確保すること 

●森林が有する公益的な機能を守り、維持させること 

●持続可能な漁業の操業体制を確立すること 

 

 

1-02-01 農  業

 

令和８年度の目指す姿  

●担い手への効率的な農地の集積やスマート農業（ロボット技術等先端技術を活用した新たな農

業）の導入、基盤整備の推進により、作業効率の向上やスケールメリットによる経費の削減が図

られ、農業所得が向上しています。 

●新たな担い手の育成、確保を図りながら、法人化や地域営農支援体制の構築により、水田を活用

した高収益作物への取り組みや高度な施設園芸作物の導入が進んでいます。 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●担い手への農地集積は徐々に進んでいることから、今後においても、ＪＡや関係団体と連携しな

がら継続して進めていくことが必要です。 

●管内のＪＡは合併しましたが、留萌地区においては、引き続き高品質米の生産を目指し、米価が

下落する中においても、スマート農業（ロボット技術等先端技術を活用した新たな農業）等低コ

スト化に向けた取り組みを行いながら、農業経営の安定化を図ることが必要です。 

●留萌市独自の支援制度によって、新規就農者や農業実習生の定着を図ることが必要です。 

 

現 状 と 課 題  

●新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による主食用米の需要減少や米価下落は、農業経営に大

きな影響を与えています。 

●農業者の高齢化や米政策の見直し、食生活の変化などにより、今後急速に農家戸数の減少が進む

と予想される中で、需要に応じた主食用米の作付けと販売力の強化対策、少ない担い手で農地面

積を維持する体制整備が課題となっています。 

●農業現場における人材不足が顕著な状況にあり、新規就農者の受け入れをはじめ、オペレーター

等労働力の確保が急務となっています。 

 

後期５年間の方向性  

●高齢等により離農する農業者の農地を、農地中間管理機構やＪＡ、関係団体と連携しながら、担

い手への集積を進めていきます。 

●区画整理や水利施設の改修等により、少ない担い手の中でも農地を維持できるよう、農業施設の

基盤整備を進めていきます。 

●省力化による低コスト化や労働力不足の解消を目指すため、スマート農業（ロボット技術等先端

技術を活用した新たな農業）を推進していきます。 

●農業実習生の受入や地域おこし協力隊制度を活用し、新たな担い手の確保を進めていきます。 

●高品質な「るもい産米」を基軸とした新たな米のブランドづくりを進めていきます。 
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数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

認定農業者一戸当たり平均耕地面積 (ha) 19.7 19.8 20.7 21.2 21.2 22.1

農業販売額 (百万円) 557 557 557 557 557 557

新規就農者数 (人) 0 1 3 4 5 6

農業担い手従事者数 (人) 48 48 46 45 45 43

 

 

1-02-02 林  業

 

令和８年度の目指す姿  

●林道及び作業道等の路網整備により、森林整備が計画的に促進しています。 

●木材利用促進と原木価格の向上により、一般民有林での森林整備の意欲が高揚しています。 

●主伐・間伐の計画的な実施により素材搬出量が安定しています。 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●平成 29 年度より施工した森林管理道「藤山幌糠線」は、計画どおり工事が進められており、間

伐を中心とした周辺の森林整備も実施しています。 

●森林環境譲与税を財源として、一般民有林整備に対する支援を行うことで、森林整備への意欲が

高まり、森林が有する公益的機能が守られているとともに、素材搬出量が拡大しています。 

 

現 状 と 課 題  

●新型コロナウイルス感染の拡大の影響で、一時的に木材需要が増加したものの長くは続かず、木

材市況の低迷により、一般民有林における森林整備の意欲は低下しています。 

●森林所有者の不在村化に伴い、森林整備が非効率となっています。 

●林業担い手及び森林整備従事者が不足しています。 

 

後期５年間の方向性  

●林道及び作業道等、路網の計画的な整備を進めていきます。 

●整備の行き届かない森林所有者へ適切な整備を働きかけるとともに、整備費用に対する支援を行

いながら、森林整備を計画的に進めていきます。 

●森林認証の取得を目指すとともに、森林管理基準の向上と適切な森林整備の確保を目指します。

●森林資源の有効活用策や新たな木材活用の方策など、関係団体と連携しながら調査・研究を進め

ていきます。 

●林業の担い手を育成する団体の事業を支援します。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

一般民有林における Co2 貯蔵量 (ｔ-C) 305,628 310,537 313,021 315,525 318,049 320,593

一般民有林における素材搬出量 (㎥) 2,559 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
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1-02-03 漁  業

 

令和８年度の目指す姿  

●漁業資源の増大策と適正な資源管理の取り組み、さらには養殖業など新たな操業体制への転換が

進められたことにより、漁業生産の安定化と魚価収入の増大に伴い担い手の確保が図られている

とともに、市民等への水産物の安定供給が確固なものとなっています。 

●水産振興施設が整備されたことに伴い、産学官連携による試験研究や資源の増養殖事業の拡大・

拡充が図られたことにより、沿岸漁業の持続化が確保され、さらには活魚出荷など水産物の高付

加価値化が進められたことにより、地域ブランドが創出され、交流人口の増加にもつながってい

ます。 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証  

●ナマコを対象とした資源増大策及び資源管理策については、産学官連携による調査研究を重ね種

苗生産技術の確立と習得が図られ、また、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した管理手法が開発さ

れたことにより、ともに事業化ベースでの取り組みが図られています。 

●産学官連携をさらに強化し、ミズダコの資源増大研究や海藻類の養殖実証試験など新たな操業体

制への転換に向けた取り組みがスタートしたことに加え、資源増大機能や試験研究機能、さらに

は活魚出荷などの高付加価値化による販売流通機能など、一体的な水産振興施設整備について調

整が進められています。 

●老朽化が著しかった「留萌地方卸売市場」の改修整備が行われたことにより、食品の衛生管理が

強化され、市民等に対する水産物の安定供給体制が確保されています。 

 

現 状 と 課 題  

●地球環境の変化等に伴う漁業資源量の年変動や海外向け水産物における国際情勢の変化、また、

新型コロナウイルス感染症の影響による外食の自粛傾向に伴い、魚価単価は著しく変動を繰り返

す傾向にあり、さらにはトド等海獣による漁具・漁業被害など漁業経営環境は依然不安定な状況

にあるため、資源の動向や社会情勢の影響を受けない安定的な生産販売体制の確立が求められて

います。 

●漁業資源の増大策や適正な資源管理に向けた取り組みについては、これまでの成果により産学官

連携による推進体制は定着されている状況ですが、取り組みを実施するための基盤施設について

は老朽化が著しいことから、今後の事業継続や拡大を図っていくためには、施設の整備と拡充が

求められています。 

●養殖業など新たな操業体制への転換策については、現段階において開始・調整中のため体制が整

っていないことから、結果的として漁業生産高の増加に至っていないのが現状です。 

●漁業従事者の高齢化が進む中、将来に向けた担い手の育成と確保は喫緊の課題であり、円滑な世

代交代が求められています。 
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後期５年間の方向性  

●安定的な漁業生産体制を確立させるため、既存漁業の拡充に加え養殖業など新たな操業形態への

転換について支援していきます。 

●産学官連携による試験研究機能や種苗生産などの資源増殖機能及び活魚出荷などの水産物の高

付加価値化に向けた販売流通機能など、一体的な水産振興施設の整備について関係機関と調整を

進めていきます。 

●新規漁業就業者支援制度を有効に活用して、担い手の育成と確保に対し支援していきます。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

漁業生産高 (百万円) 404 420 440 460 480 500

漁業従事者数 (人) 29 29 29 29 30 32

 

 

1-02-04 地産地消 

 

令和８年度の目指す姿  

●地域の一次産品の安定生産、供給体制の確立により、留萌産にこだわった飲食メニューの展開や

地場の食材を活用した商品開発、地元消費の拡大を図りながら、一次産業への関心が高まってい

ます。 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●地場産品の消費拡大を図るため、産直イベントや一次産業の体験事業を実施してきましたが、近

年においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止や規模の縮小により対応して

きたところであり、今後、新型コロナウイルス感染症の収束の際には、新たに整備された道の駅

るもいの活用を含め、地産地消の推進を図ることが重要です。 

 

現 状 と 課 題  

●地域の食を支える生産者の減少や自然環境の変化、さらには安価な外国製品の輸入増等により、

一次産業を取り巻く状況は厳しいものとなっています。 

 

後期５年間の方向性  

●新型コロナウイルス感染症の影響がある中で、新たなイベントの開催手法や生産者の顔のみえる

販売体制の構築を検討しながら、地場産品の消費拡大を図っていきます。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

産直イベント(うまいよ！るもい市)参

加者数 
(人) 0 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
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